
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

構成団体名 小樽市
職員数(H19. 4. 1現在) 1,181人

フォローアップ用

おたるし 国調人口(H17.10. 1現在) 142,161人

財政力指数 0.471(H18) 31,040(H18)

実質公債費比率　(％) 20.2(H19) 65,909(H18)

経常収支比率　　(％) 101.6(H18) うち普通会計債現在高(百万円) 63,755(H18)

実質収支比率　　(％) ▲3.8(H18) うち公営企業債現在高(百万円) 2,154(H18)

1,823(H18)

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　☑　該当なし

基 本 方 針
　平成１６年度から３年連続の赤字が続いている本市の逼迫した財政を立て直
すべく「人件費の抑制等歳出の削減」、「事業の見直し」、「歳入増の取り組
み」を柱に財政健全化を計画的にかつ着実に推進する。

区　　分 内　　　容

計 画 名 公的資金繰上償還に係る財政健全化計画

計 画 期 間 平成１９～２３年度

既 存 計 画 と の 関 係 財政再建推進プラン　実施計画（平成１７～２１年度）

公 表 の 方 法 等 市議会への報告、広報・ホームページ等よる公表



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補 償 金 免 除 額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

0

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

区　　　分 年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上 合　　計

68 855

25 78 13 116
旧 資 金 運 用 部 資 金

繰上償還希望額 275 512

0 901

旧簡易生命保険資金 繰上償還希望額 240 238 167 645

公営企業金融公庫資金 繰上償還希望額 517 384

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高） 合　　計

354,121

公営住宅建設事業債 4,467

普
通
会
計
債

一般公共事業債 152,674 201,447

4,467

義務教育施設整備事業債 17,998 1,117 19,115

2,229

一般単独事業債(一般分事業) 4,827 4,827

厚生福祉施設整備事業債(社会福祉施設等) 2,229

20,847

一般単独事業債(臨時河川等整備事業) 1,178 2,868 4,046

一般単独事業債(自然災害防止事業) 8,330 12,517

18,930

0

調整債 18,930

428,582

一
般
会
計

出
資
債
等

上水道事業債 112,731 256,640 57,409

小　　　計　　　　 (A) 162,182 255,989 10,411

426,780

0

0

0

426,780

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 274,913 512,629 67,820 855,362

小　　　計　　　　 (B) 112,731 256,640 57,409

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

61,247 90,402

義務教育施設整備事業債 220,841 200,112 105,828
普
通
会
計
債

公営住宅建設事業債 29,155

526,781

一般単独事業債(公園緑地事業) 19,204 9,011 28,215

645,398

一
般
会
計

出
資
債
等

小　　　計　　　　 (A) 240,045 238,278 167,075

0

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 240,045 238,278 167,075 645,398

小　　　計　　　　 (B) 0 0 0

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高) 合　　計

191,621

一般単独事業債(臨時地方道整備事業) 165,200 159,900
普
通
会
計
債

公営住宅建設事業債 46,177 145,444

325,100

一般単独事業債(臨時河川等整備事業) 3,750 3,750

0

0

520,471

一
般
会
計

出
資
債
等

上水道事業債 266,691

小　　　計　　　　 (A) 211,377 309,094 0

266,691

0

0

0

266,691

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 478,068 309,094 0 787,162

小　　　計　　　　 (B) 266,691



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

交付税(臨財債
含む)の減

　H16の「三位一体の改革」の影響などにより減少傾向が顕著
である。
［H15:191億円］［H16:177億円］［H17:173億円］［H18:167億
円］
（H18　対H15 ▲24億円、▲12.6%）

市税の減

　長引く景気低迷や人口減少等により、H9をピークに減少傾向
にある。
［H9:171億円］［H14:156億円］［H18:144億円］
（H18　対H9 ▲27億円、▲15.8%）

人口の減
　少子化や札幌圏等への人口流出の影響のため、減少傾向にあ
る。　　<<［H12国調:150,687人］［H17国調:142,161人(対H12
▲8,526人、▲5.7%)］>>

扶助費等の増
加

　65歳以上の高齢者の割合は、H17国調が27.4%でありH12国調
の23.4%に比べ4.0ポイント上昇しており、道内の10万人以上の
都市で最も高い水準にある。この高齢化率の上昇により扶助費
が増加しており、H18の人口一人当たりの扶助費の額は101,593
円であり類似都市(H17)の49,768円の2倍を超えている。また、
高齢者対策費の増についても見込まれる。

公債費

　過去の公共事業に係る市債の借入の負担が大きく、H18の実
質公債比率（3年間平均）は20.2%であり道内の10万人以上の都
市で最も高い水準にある。［公債費はH16をピークに年々減少
傾向にある。］

課 題 ① 人件費の抑制

課 題 ② 事務・事業の見直し

課 題 ③ 歳入増の取り組み

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記入する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記入すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　景気の低迷や人口の減少による市税の減や三位一体改革による交付税の大幅
な減等による歳入の減少に加え、生活保護世帯の増加等による扶助費の負担増
や高額な公債費負担などにより、平成１６年度から平成１８年度まで３年連続
の赤字決算となり、平成１９年度についても厳しい状況が続くことは不可避で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<<実質収支［H16:▲11
億8千万円］［H17:▲14億1千万円］［H18:▲11億8千万円］>>

　行財政改革や財政状況に関する情報公開や行政評価の導入についても積極的
に推進する。

　行政サービスの範囲と負担のあり方の見直しや市税、住宅使用料、保育料な
どの税等の収納率の向上、また、新たな歳入の確保など歳入増に向けた取り組
みを行い、財政再建を目指している。

　指定管理者制度の活用や施設の統廃合・廃止など徹底した事務・事業の見直
しを行い経費の圧縮に努めている。

　組織・機構のスリム化を図り、最低限の人員で最大の効果を発揮するため、
退職者不補充による人員の削減を行うとともに、本俸について地域間格差相当
額を含め約10%削減している。
〔本俸　対H15  H16▲3%、H17▲5%、H18▲7%、H19▲10%〕



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） (決算) （計画第２年度） (決算) （計画第３年度） (決算) （計画第４年度） (決算) （計画第５年度） (見込)

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算）

地方税 15,594 14,957 14,534 14,629 14,418 15,773 15,098 15,741 15,307 15,389 14,519 15,337 14,249 15,285 13,800

地方譲与税等 2,142 2,259 2,645 2,803 3,335 2,423 2,295 2,423 2,076 2,423 2,036 2,423 2,016 2,423 1,996

地方特例交付金 460 460 441 406 298 78 77 78 154 78 130 48 158 48 163

地方交付税 16,740 16,209 15,690 15,777 15,409 14,816 14,788 14,497 14,934 14,396 15,559 14,366 16,461 14,111 16,395

小計（一般財源計） 34,936 33,885 33,310 33,615 33,460 33,090 32,258 32,739 32,471 32,286 32,244 32,174 32,884 31,867 32,354

分担金・負担金 570 225 251 296 302 320 304 414 312 414 315 414 307 414 313

使用料・手数料 1,744 1,653 1,704 1,903 1,874 1,818 1,804 1,743 1,762 1,779 1,712 1,791 1,667 1,797 1,705

国庫支出金 9,595 9,487 10,179 9,548 8,738 9,283 9,322 9,030 9,562 9,048 12,654 9,219 11,742 9,241 11,616

うち普通建設事業に係るもの 830 346 784 489 396 528 310 263 449 393 530 452 637 362 721

都道府県支出金 1,897 2,155 1,941 1,887 2,432 2,779 2,639 2,396 2,603 2,383 2,816 2,383 3,189 2,383 3,349

うち普通建設事業に係るもの 42 97 21 1 441 145 180 13 49 0 146 0 286 0 227

財産収入 288 139 260 425 206 136 241 120 167 120 86 120 74 120 72

寄附金 119 12 15 42 9 5 7 40 66 40 69 40 53 40 5

繰入金 2,073 1,017 925 705 824 905 894 595 1,104 741 1,104 815 1,065 731 497

繰越金 521 145 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1,200

諸収入 12,459 12,567 12,286 11,928 11,040 4,689 4,283 3,661 3,336 3,600 3,151 3,574 3,396 3,559 3,004

うち特別会計からの貸付金返済額 3,707 3,665 3,513 3,360 2,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 709 693 669 664 838 833 833 833 828 833 823 833 818 833 818

地方債 4,957 5,964 4,859 3,337 3,135 4,210 3,753 3,607 4,380 3,952 4,117 2,938 4,965 2,509 5,328

特別区財政調整交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69,159 67,249 65,775 63,686 62,020 57,235 55,505 54,345 55,763 54,363 58,268 53,468 59,347 52,661 59,443

人件費　　　　　　　ａ 13,376 12,749 11,710 10,872 10,806 10,913 10,615 9,732 9,789 9,844 9,382 9,502 9,233 8,981 9,720

うち職員給 9,274 8,639 8,060 7,759 7,457 7,282 6,987 6,706 6,236 6,433 5,932 6,190 5,842 5,950 6,118

物件費　　　　　　　ｂ 4,716 4,045 4,106 3,997 3,831 3,507 4,148 3,438 4,047 3,411 4,395 3,378 4,762 3,367 4,458

維持補修費　　　　　ｃ 1,447 1,384 1,570 1,836 1,258 1,365 1,121 1,321 625 1,606 719 1,608 745 1,594 1,456

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 19,539 18,178 17,386 16,705 15,895 15,785 15,884 14,491 14,461 14,861 14,496 14,488 14,740 13,942 15,634

扶助費 13,363 14,124 14,196 14,066 14,194 14,764 14,457 14,769 14,782 14,919 14,895 15,069 16,199 15,219 17,417

補助費等 6,255 5,770 6,181 5,619 5,657 5,726 6,443 8,046 5,840 7,776 8,765 8,092 7,671 7,737 5,898

うち公営企業(法適)に対するもの 4,457 3,921 4,226 3,699 3,184 3,160 3,371 3,440 3,433 3,800 3,991 3,797 4,508 3,411 3,194

普通建設事業費 5,174 3,880 3,812 2,462 2,327 2,793 2,011 1,474 2,597 1,598 2,921 1,642 3,637 1,489 3,742

うち補助事業費 1,643 816 1,574 1,043 635 1,772 855 510 1,171 819 1,199 948 2,151 755 1,988

うち単独事業費 3,069 2,647 2,050 1,374 1,367 1,021 1,156 904 1,381 719 1,678 644 1,450 604 1,704

災害復旧事業費 0 0 147 53 0 28 28 0 0 0 0 0 182 0 4

失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公債費 8,441 8,795 8,812 8,673 8,425 9,437 8,835 8,546 9,081 8,027 8,201 6,921 7,252 7,112 7,428

うち元金償還分 5,995 6,564 6,757 6,843 6,706 7,828 7,288 7,212 7,717 6,882 7,006 5,939 6,202 6,222 6,387

積立金 292 107 58 54 27 23 22 21 167 21 310 21 123 21 619

貸付金 11,568 11,570 11,355 11,137 10,251 3,149 2,803 3,144 2,731 3,139 2,541 3,134 2,638 3,134 2,770

うち特別会計への貸付金 3,707 3,665 3,513 3,360 2,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社、三ｾｸへの貸付金 709 693 669 664 838 833 833 833 828 833 823 833 818 833 818

繰出金 4,243 4,632 4,883 5,023 4,909 5,318 4,953 3,667 5,276 3,536 5,272 3,474 5,445 3,470 5,633

うち公営企業(法非適)に対するもの 98 254 251 334 109 223 172 187 215 143 215 77 153 69 143

139 148 125 1,298 1,519 1,396 1,366 1,371 1,478 1,395 862 1,131 260 660 298

69,014 67,204 66,955 65,090 63,204 58,419 56,802 55,529 56,413 55,272 58,263 53,972 58,147 52,784 59,443

　【財政指標等】
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） (決算) （計画第２年度） (決算) （計画第３年度） (決算) （計画第４年度） (決算) （計画第５年度） (見込)
（決　算） （決　算） （決 算） （決 算） （決算見込）

形式収支 145 45 △ 1,180 △ 1,404 △ 1,184 △ 1,184 △ 1,297 △ 1,184 △ 650 △ 909 5 △ 504 1,200 △ 123 0

実質収支 145 45 △ 1,180 △ 1,409 △ 1,184 △ 1,184 △ 1,297 △ 1,184 △ 659 △ 909 1 △ 504 1,184 △ 123 0

標準財政規模 32,852 31,432 31,388 31,140 31,040 31,036 31,858 31,036 31,426 31,036 32,136 31,036 33,034 31,036 32,611

財政力指数 0.466 0.461 0.462 0.464 0.471 0.477 0.477 0.484 0.481 0.488 0.477 0.488 0.460 0.488 0.445

実質赤字比率　　　(％) － － 3.5 4.3 3.7 3.8 4.06 3.8 2.09 2.9 － 1.6 － 0.4 －

経常収支比率　　　(％) 99.3 97.4 102.4 99.1 101.6 103.6 103.9 103.8 98.6 104.0 98.1 104.1 93.8 104.3 93.8

実質公債費比率    (％) － － － 19.2 20.2 20.0 16.4 19.3 16.1 18.3 15.5 17.3 14.8 17.3 14.5

地方債現在高 75,484 74,884 72,986 69,480 65,909 62,236 62,374 58,660 59,037 55,760 56,148 52,788 54,911 48,868 53,852

積立金現在高 2,445 2,347 1,839 1,838 1,823 1,807 1,818 1,789 1,963 1,771 2,134 1,753 2,121 1,736 2,658

財政調整基金 － 73 － － － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592

減債基金 365 365 － － － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他特定目的基金 2,080 1,909 1,839 1,838 1,823 1,807 1,818 1,789 1,963 1,771 2,134 1,753 2,121 1,736 2,066
職員数 1,370 1,325 1,277 1,261 1,236 1,181 1,181 1,118 1,128 1,074 1,069 1,026 1,040 993 1,025

平成21年度 平成22年度

歳 入 合 計

その他(繰上げ充用金含む)

歳 出 合 計

区　　分
平成19年度 平成20年度 平成23年度

フォローアップ用

区　　分

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（単位：百万円、人）



Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

（財政運営課題①）

・小樽市の策定した集中改革プランにおいて、平成１７年５月から平成２１年度末までに２００名程度の削減を予定。
　平成１９年４月１日現在では平成１７年５月から１２３名を削減（達成率 61.5％）。［全会計］
　平成２２年４月１日現在では平成１７年５月から３６２名を削減（達成率181.0％）。［全会計］
・H19～H21 一定の基準が定められている消防職員等を除き、退職者は不補充とする。
・H22以降　新規採用者は退職者数から現業職員を除く半分程度とする。
〔普通会計職員数　対H14  H15▲42人・▲3%、　H16▲90人・▲7%、H17▲109人・▲8%、H18▲129人・▲9%、
                         H19▲186人・▲13.6%、H20▲239人・▲17.5%、H21▲298・▲21.8%、H22▲327・
　　　　　　　　　　　　 ▲23.9%〕

・平成１９年４月１日から給与構造改革を導入し、小樽市独自に本俸５％を削減している。地域手当については、東京事務
所勤務職員及び医師のみ支給（国に準じた支給率で支給）。
〔本俸　対H15  H16▲3%、H17▲5%、H18▲7%、H19～▲10%〕
・議員報酬〔▲5%、H17年10月～〕、委員等報酬〔▲10%、H16年4月～〕、特別職給料月額〔H14年4月から毎年削減の実績、
H19年8月以降市長▲30%、副市長▲18%〕、管理職手当〔H16年4月から部次長職▲13%、課長職等▲8%〕を各々削減してい
る。
・公平委員会委員報酬について、月額支給から日額支給へ変更。（H15年～）
・期末、勤勉手当の支給率について、17人勧の0.05ヶ月分増を凍結。
・特殊勤務手当については、平成１９年４月１日より、７６種類から２１種類へ整理し支給対象を縮小。
・上記を当分の間継続。
・H20 期末手当１ヶ月削減と役職加算凍結を実施(H21 期末手当0.65ヶ月削減に0.35ヶ月回復・役職加算凍結解除　H22
0.2ヶ月回復　H23 0.45ヶ月回復）。

　今後、民間委託の推進や事務・事業の見直し等を行い、退職不補充などによる計画的な職員数の削減に取り組む。(退職
予定者数　H19:24人、H20:13人、H21:14人、H22:13人、H23:11人)
　また、現在、小樽市では国の行政職俸給表（二）に準じた給料表を導入していないが、今後導入を検討していく。〔用務
員、給食調理員、運転手等〕

　退職手当については、国に準じた支給方法であるが、財政事情等を考慮し調整額は当分の間制度を凍結する。

　小樽市は北海道都市職員共済組合（都市職員共済）の構成員となっており、共済制度（短期・長期給付負担金率等）の決
定や運営については、都市職員共済が行っているため、当該制度に係る見直しは困難であるが、市が独自に行う福利厚生事
業に対する負担金については、必要最小限度とするよう予算編成時に査定を行っている。

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

項　　　目

１　人件費の抑制

A 職員数及び人件費の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

◇　技能労務職員の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

フォローアップ用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

（財政運営課題②）

　多様化する住民ニーズに応えるため指定管理者制度を導入し、市有施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービス
の向上と経費節減を図る。［(H17 鰊御殿ほか1施設)　(H18　総合体育館ほか25施設)　(H19　市営住宅<44住宅>ほか4施
設)〕

・民間への業務委託の推進により経費の圧縮を図る。
　〔(H19　家庭系ゴミ収集業務の委託化の拡大)　（H21 資源物分別収集業務の全部委託）〕
・学校給食共同調理業務の民間委託を実施（H20～オタモイ共同調理場　H23～新光共同調理場）

　老朽化した施設の効果的な活用を図る観点から、各施設の実態調査による「施設カルテ」に基づき、施設の維持補修の必
要性や優先順位などを判断し、計画的・効率的な維持補修を行うよう努めている。

・H18から全庁的に単価を統一するなど見直しを行い経費の圧縮を図っている。
・H18からコピー用紙の統一単価設定についても実施している。

・各市有施設の廃棄物処理業務等共通する業務ついて単価契約を導入するなど、施設ごとに異なっていた契約方法を統一し
た。
・業務仕様の見直しや算定根拠の精査などにより経費圧縮を図っている。(清掃業務の対象範囲や回数の見直しなど)

・公募型指名競争入札の導入により、契約金額の縮減を図っている。（H17導入）
・条件付き一般競争入札の導入により、契約金額の縮減を図っている。（H19.6導入）

　公用車の効率的運用を図るため、集中管理を実施している。(H16～)

　国・道などの基準に基づく補助金や市の施策を補完する補助金について精査を行い削減・休止・廃止する。［人件費補助
の見直し・大会補助の休止・若年者定住促進家賃補助の新規募集休止］
・H17見直し　雇用促進助成金、民生児童委員協議会補助金、商店街グレードアップ資金、工場等設置助成金、街路灯補助
金（効果額55百万円）
・H18見直し　少額の補助金、私学振興補助金、商店街グレードアップ資金、工場等設置助成金、街路灯補助金（効果額39
百万円）
・H19見直し　少額の補助金、各種イベント開催等に係る補助金、職業訓練協会補助金、工場等設置助成金等
（効果額15百万円）
・H20見直し　少額の補助金、シルバー人材センター事業費補助金、東アジアマーケットリサーチ事業実行委員会補助金等
（効果額7百万円）
・H21見直し　少額の補助金、集団資源回収事業等補助金、市民大学講座実行委員会補助金等（効果額12百万円）
・H22見直し　少額の補助金、シルバー人材センター事業費補助金、職員福利厚生会交付金等（効果額6百万円）

　施設の統廃合や民間への移譲を行い経費の削減を行う。
・H17 インフォーメンションセンターの廃止、保育所・デイサービスセンターの民間移譲
・H18 市民部分室の廃止
・H19 博物館・青少年科学館の統合
・H20 保育所の民間移譲
（以降、消防支署の統合などその他の施設についても可能性を検討する。）

・特別会計及び企業会計において、事務事業の見直しや業務の簡素化、委託化を進め収支改善を図り、一般会計からの繰出
金を縮減する。
　港湾整備事業特別会計においては、H18から資本費平準化債の借入れを実施。
　下水道事業においても、高額な資本費の平準化と一般会計繰出金を縮減するため、資本費平準化債の借入れを実施した
（H20～24）。

　設置目的を達成したものや市が関わる必要性について検証し、随時、廃止等の検討を行っている。
［(H17 小樽都市開発公社を精算)　(H18 小樽交通記念館を精算)］

 平成19年4月から日額旅費を廃止した。

○複写機賃貸借契約等の見直し

○委託業務の仕様の見直し

項　　　目

２　事務・事業の見直し

A 指定管理者制度の活用等民間委託の推進

○指定管理者制度の活用

○民間委託の推進

B 施設等維持費の見直し

C 管理経費の節減

○新しい入札方法の導入

D 事務事業の整理合理化

○公用車の集中管理

E 補助金の見直し

F 施設の統廃合や民間への移譲

G 企業会計等への繰出金の縮減

H 第三セクターの見直し・廃止

I 日額旅費の廃止



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

（財政運営課題③）

　様々な徴収成績向上対策を図っている。
・滞納整理業務のＯＡ化の推進による効率化。
・進行管理の徹底（未交渉者の掘り起こし）。
・現年度少額滞納者への早期の電話催告。
・文書催告の早期着手。
・訪問交渉を強化し、夜間・休日を含め集中的に実施する期間を設定。
・地方税法第４８条に基づく北海道による直接徴収の実施。
・財産調査等による滞納処分の徹底。
・納税夜間相談窓口（週１回）の実施。

　４年毎の定期的な全面見直しの実施。[直近では、H17年度、H21年度に実施]

　公有財産の目的外使用の観点から、市有施設敷地内への職員等自家用車の駐車について有料とした。(H19年7月実施)

　広告掲出の可能性を検証し可能なものから実施する。
・H17 ホームページ、体育施設、滑り止め用砂袋
・H18 納税通知書用封筒
・H19 総合博物館に展示している蒸気機関車（アイアンホース号）
・H20 職員給与明細書

A 地方税の徴収率の向上、売却可能資産の処
分等による歳入の確保

○地方税等の徴収率の向上対策

項　　　目

３　歳入増の取り組み

B 使用料・手数料の見直し

○４年毎の定期的な全面見直しの実施

○市有施設敷地内への駐車の有料化

○広告料収入の確保



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

　人材育成の職員研修や人事評価制度の中の自己申告制度などで、職員の意見を業務や組織の改革に積極的に採り入れると
ともに、新しい職員提案制度を確立するよう、引き続き、他都市の実例等を調査し、検討を行う。

　人事評価制度は人材育成の観点から研修や異動の基礎資料として、また、平成19年から導入した新給与制度では普通昇級
や特別昇給の区別がなくなり、年1回の査定昇級が想定されるので、その査定資料として導入が必要である。
・H17  人事評価制度の骨子策定
・H18　人事評価制度実施案の決定
・H19　人事評価制度第1次試行(全管理職対象)
・H20以降　完全実施に向けて検討する。

　地方分権の時代を迎え、地方自治体は自己決定・自己責任に基づき自立した自治体経営が求められているため、全職員が
「自らが考え、自らが行う」という主体的・創造的な取り組みが必要となることから、これらの指針となる人材育成方針を
策定した。
・H17　人材育成方針の骨子策定
・H18　人材育成基本方針策定
・H19　人材育成基本計画策定

　組織・機構のスリム化及び職員数の削減により、職員の市民対応や民間対応の精鋭化が求められることとなるため、職場
内外での研修の充実を図る。

　ホームページの情報の量・質の充実や出前講座制度内容の見直しを進め、より一層の情報提供を図るとともに、審議会な
ど会議の公開制度について引き続き検討する。

　市政の重要事項についての市民からの意見聴取について、行政の説明責任を果たし公正で透明な行政運営を推進するた
め、市民意見の聴取制度について検討する。
　H20.4月から、市の施策に関する基本的な計画等の策定等に当たり、ホームページ等を媒体としたパブリックコメント手
続き制度を実施している。

　H18に情報公開と個人情報保護に関する制度の充実を実施。

　ホームページによる市民に密着した情報を中心とした情報提供をはじめ、IT講習会の開催やインターネットの利用による
各種申請書等のダウンロードなど、ITを活用した行政サービスの充実を図る。

　H17.3月に策定した「小樽市次世代育成支援行動計画～おたる子育てプラン～」に基づき、子育て支援策の充実を図る。
・H17　放課後児童クラブの開所時間の延長、つどいの広場の開設、認可保育所の定員拡大を実施
・H18　延長保育事業の拡大
・H20　休日保育事業の実施

・H18　市民の利便性を高めるため、本庁において住民票・戸籍等窓口の繁忙期(3月末～4月第1週)の休日開設を実施し、総
合サービスセンターの窓口受付時間の延長についても試行している。

　市税等の納付金について、納付しやすい環境を作るため、コンビニエンスストアでの納入など、様々な手法
について引き続き費用対効果などを検証・検討する。

○　職員研修の充実

B 公正の確保と透明性の向上

項　　　目

４　行革の取り組み

A 人材の育成と多様な人材の確保

○　職員提言制度の活用

○　人事評価制度の導入

○　人材育成等の充実

○　市民への情報提供の充実

○　市民意見の聴取制度の整備

○　情報公開・個人情報保護制度等の
　充実・整備

C 行政サービスの向上

○　ITを活用した行政サービスの充実

○　子育て支援策の充実

○　窓口業務の充実

○　コンビ二納付の検討



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

　国の「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づく様式に合わせて、H20.3月以降公表を行っている。
　また、国（総務省）や北海道のホームページとリンクさせている。

　広報・ホームページ等で公表済。
　・H19決算からは新健全化法の施行により新たな指標を公表している。
　・H20決算からは新公会計制度による財務書類について、同様に公表を始めた。

　H12から「事務事業評価」、H14から「施策評価」について導入済みであるが、評価手法について再構築中である。H18か
らはこれらに「政策評価」を加え３項目について新たな評価手法の試行中である。H23年度以降、本格実施に向け、これら
の評価手法を検討する見通しである。

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

A 行政改革や財政状況に関する情報公開

○　給与及び定員管理の状況の公表

項　　　目

５　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

◇　給与及び定員管理の状況の公表

◇　財政情報の開示

B 行政評価の導入

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

５　行革や財政状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入
給与及び定員管理の状況の公表
財政情報の開示
行政評価の導入

フォローアップ用

課　題 取 組 及 び 目 標

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

　小樽市の策定した集中改革プランにおいて、退職者不補充（専門職員を除く）を原則とし、平成１７年５月から平成２１年度末までに
２００名程度削減。
　本棒について、平成１５年度比で１６年度は３％、平成１７年度は５％、平成１８年度は７％の削減を実施。平成１９年度からは給与構造
の改革を導入とあわせて、さらなる削減を行い、平成１５年度比で約１０％の削減を実施。
　その他、退職手当債の導入（平成１８年度から）、日額旅費及び日当の一部廃止及び特殊勤務手当の抜本的見直しを実施（平成１９年度か
ら）。

２　事務・事業の見直し

指定管理者制度の導入
民間委託の推進
施設維持費の見直し
管理経費の節減
旅費規程の見直し
事務事業の整理・合理化
補助金の見直し
施設の統廃合や民間への移譲
企業会計等への繰出金の縮減
第三セクターの見直し・廃止
新しい入札方法導入：公募型指名競争入札の導入(H17～)、条件付き一般競争入札の導入（H19～）

３　歳入増の取り組み

地方税等の徴収率の向上対策
・滞納整理業務のOA化の推進(H17～)
・納税夜間窓口の拡大(H18～)
・税外未収金に係る徴収対策の検討(H19～)
・地方税法第48条に基づく北海道による直接徴収の実施(H19～)
・財産調査に等による滞納処分の徹底(H19～)
売却可能資産の売り払い
使用料手数料の見直し

４　行革の取り組み

人材の育成と多様な人材の確保
・職員提言制度の活用
・人事評価制度の導入
・人材育成等の充実
・職員研修の充実
公正の確保と透明性の向上
・市民への情報提供の充実
・市民意見の聴取制度の整備
・情報公開・個人情報保護制度等の充実・整備
行政サービスの向上
・ITを活用した行政サービスの充実
・子育て支援策の充実
・窓口業務の充実
・コンビニ納付の検討



２　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （実績） （計画第４年度） （実績） （計画第５年度） （見込）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

1,367 1,325 1,277 1,258 1,238 6,465 1,181 1,181 1,118 1,128 1,074 1,069 1,026 1,040 993 1,025

▲ 52 ▲ 42 ▲ 48 ▲ 19 ▲ 20 ▲ 181 ▲ 57 ▲ 57 ▲ 63 ▲ 53 ▲ 44 ▲ 59 ▲ 48 ▲ 29 ▲ 33 ▲ 15 ▲ 245 ▲ 213

職員数のうち一般行政職員数 888 854 824 814 800 4,180 753 753 723 714 694 675 663 660 642 652

増減数 ▲ 33 ▲ 34 ▲ 30 ▲ 10 ▲ 14 ▲ 121 ▲ 47 ▲ 47 ▲ 30 ▲ 39 ▲ 29 ▲ 39 ▲ 31 ▲ 15 ▲ 21 ▲ 8 ▲ 158 ▲ 148

職員数のうち教育職員数 206 202 188 187 184 967 178 178 166 165 160 152 152 139 147 130

増減数 ▲ 16 ▲ 4 ▲ 14 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 38 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 12 ▲ 13 ▲ 6 ▲ 13 ▲ 8 ▲ 13 ▲ 5 ▲ 9 ▲ 37 ▲ 54

職員数のうち警察職員数 － － － － － － － － － － － － － － － －

増減数 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

職員数のうち消防職員数 273 269 265 257 254 1,318 250 250 229 249 220 242 211 241 204 243

増減数 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 8 ▲ 3 ▲ 22 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 21 ▲ 1 ▲ 9 ▲ 7 ▲ 9 ▲ 1 ▲ 7 2 ▲ 50 ▲ 11

職員数のうち技能労務職員数 258 239 222 221 219 1,159 191 191 168 164 155 152 142 122 129 104

増減数 ▲ 18 ▲ 19 ▲ 17 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 57 ▲ 28 ▲ 28 ▲ 23 ▲ 27 ▲ 13 ▲ 12 ▲ 13 ▲ 30 ▲ 13 ▲ 18 ▲ 90 ▲ 115

－ － － 19.2 20.2 20.0 16.4 19.3 16.1 18.3 15.5 17.3 14.9 17.3 15.0

－ － － － 1.0 ▲ 0.2 ▲ 3.8 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 1.0 ▲ 0.6 0.0 0.1

75,484 74,884 72,987 69,481 65,909 358,745 62,236 62,374 58,660 59,037 55,760 56,148 52,788 54,911 48,868 53,852

－ ▲ 600 ▲ 1,897 ▲ 3,506 ▲ 3,572 ▲ 9,575 ▲ 3,673 ▲ 3,535 ▲ 3,576 ▲ 3,337 ▲ 2,900 ▲ 2,889 ▲ 2,972 ▲ 1,237 ▲ 3,920 ▲ 1,059 ▲ 17,041 ▲ 12,057

11,983 11,248 10,499 10,171 9,728 9,285 9,162 8,481 8,277 8,487 8,059 8,190 8,081 7,913 8,644

－ 735 749 328 443 2,255 ▲ 443 ▲ 566 ▲ 1,247 ▲ 1,451 ▲ 1,241 ▲ 1,669 ▲ 1,538 ▲ 1,647 ▲ 1,815 ▲ 1,084 ▲ 6,284 ▲ 6,417

－ 0 0 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0 0 0

－ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 2,255 ▲ 6,284 ▲ 6,417

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。
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　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

（単位：人、百万円）

合計
平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

（計画） （見込）

職員数

増減数

実質公債費比率

増減

地方債現在高

課　題

改善額

平成23年度
項　　目

実　　　　　績
計画前５年度

実　績

目　　　　　標

増減

1
人件費(退職手当を除く。)

改善額

改善額

改善額

改善額

改善額

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 （参考）補償金免除額

改善額

計画前５年間改善額　合計 改 善 額　　合　計


